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第16回  城里町表彰式典第16回  城里町表彰式典

購入したとき

廃車するとき

手続場所

譲り受けたとき

盗難にあったとき

住所が変わったとき

登録する方の印鑑、販売証明書 購入後15日以内

廃車後30日以内

盗難にあってから15日以内

登録する方の印鑑、譲渡証明書または廃車申告受付書
登録する方の印鑑、ナンバープレート、標識交付証明書

必　要　書　類 申　告　期　限

登録している方の印鑑、ナンバープレート、標識交付証明書

税務課、桂支所、七会町民センター

譲り受け後15日以内

住所変更後15日以内登録する方の印鑑、廃車申告受付書またはナンバープレー
トと標識交付証明書

登録している方の印鑑、標識交付証明書
※盗難届出日、届出警察署名、盗難届受理番号が必要です。

廃車済

登録している方の印鑑、ナンバープレート、標識交付証明書転  出

廃車前

転  入

バイク・軽自動車等の申告はお済みですか？

第16回  城里町表彰式典
　11月25日（水）、コミュニティセンター城里において、第16回城里町表彰式典・
社会福祉大会を開催しました。
　式典では、さまざまな分野で町政の発展に寄与された方に対する町の表彰と、
地域福祉の向上に寄与された方に対する町社会福祉協議会の表彰が行われました。
　なお、今回の表彰式典における町の表彰者等は次のとおりです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔敬称略・職名は在職当時〕
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　軽自動車税は原動機付自転車（125cc以下）、小型特殊自動車、二輪の小型自動車及び三輪・四輪の軽自
動車を４月１日現在で所有している方に課税されます。４月２日以降に廃車や譲渡した場合でも、１年分
の税金がかかります。なお、普通自動車税のような月割の払い戻しはありません。

〇二輪の軽自動車（125cc超250cc以下）、二輪の小型自動車（250cc超）、三輪・四輪の軽自動車（660cc以下）
　手続きの内容によって必要な書類が異なるため、以下の手続場所まで事前にお問い合わせください。
　≪手続場所≫
　　・二輪の軽自動車、二輪の小型自動車
　　　関東運輸局 茨城運輸支局（水戸市住吉町353）　☎050－5540－2017
　　・三輪・四輪の軽自動車
　　　軽自動車検査協会 茨城事務所（水戸市酒門町4400）　☎050－3816－3105
問合せ　税務課　☎029－288－3111（内線123）

〇原動機付自転車（125cc以下）、小型特殊自動車（トラクター、コンバイン、乗用田植機等）

バイク・軽自動車等の申告はお済みですか？


